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は じ め に

私達公明党は、今後の浜松市のあるべき姿に思いを馳せるとき、

重大な責任を担うという使命感と決意に立つと同時に、改めて政令

市元年の今、平成 19 年 3 月 31 日までとは違う、つまり、今までの

延長線上ではないと猛省し、新たな視点に立った政策が執行される

べきであると考えます。そのことは、新たな決意をされて就任され

た、鈴木康友市長にとりましても、私達以上の思いが、ご自身の胸

に凝縮されていることだと思います。

その意味で、本市は、首長が変わった現在を新たな飛躍の大きな

チャンスと捉え、喫緊の課題から未来までを見据えた政策課題全て

に対して、見直す勇気が必要であると思います。つまり、今後の本

市の使命（ミッション）は、道州制をも視野に入れた、地方分権の

モデル都市を目指し、新たな地方政府として生まれ変わることであ

ると思います。その姿とは、首長を中心とした強力な求心力・発信

力を伴った執行機能を有することが最重要であると考えます。更に、

市長のマニフェストの検証を含めた外部諮問機関の行財政改革審議

会などの位置付けや、市民協働の市政運営も明確に示すべきである

と考えます。

以上のことから、前段では市長の市政運営について、後段では具

体的な施策を３５項目掲げ、ご要望致しました。

何卒、ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。



市長の市政運営について

１．市民の目線に立った市政運営を実行していくために、徹底した情報公開

と現場第一主義を貫いていただきたい。具体的には、政策決定過程の透

明さと理解を求め、現在、政策の最高決定機能を持つ庁議の公開、議事

録の公開をお願いしたい。また、子ども第一主義を掲げている点では、

学校現場や子育ての親、障がい児者の声を現場に入って徹底して聞いて

いただき、施策に反映していただきたい。

２．「ひとつの浜松」の実現に向けた政策優先度を伴った政策方針を改めて

掲げていただきたい。何故なら、「ひとつの浜松」の意識は、実際のと

ころ、旧浜松市の住民側に欠けているのではと危惧するからである。

３．市長のマニフェストと第一次総合計画の相違点を明確に示していただき

たい。さらに、戦略計画、各策定計画の見直しについても、事前に情報

公開して論議を先行して、策定計画を実行していただきたい。その意味

で、行革審の審議内容と位置付けについて、総合計画の進行管理上、マ

ニフェスト検証も含めた審議を実行していただき、外部諮問機関でとど

まるべきであるのか、都市経営会議に代わる改革のエンジンとして位置

づけ、市政運営の中心に据えていくのか、示していただきたい。
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Ⅰ．だれもが学び合い、支え合うまち ／ 教育・福祉・医療

１．教育

（１）支援員の拡充

発達障がいや軽度の知的障がいがある幼児・児童生徒を、拠点校ではなく、積極的に各自の

校区の普通級に受け入れる体制を整え、障がい幼児・児童生徒のきめ細やかな教育を実現さ

せるために、支援員の増員と支援員への研修体制を強化すること。

（２）幼稚園の預かり保育の拡充

全ての公立・私立幼稚園において預かり保育を実現すること。また、障がいのある幼児の受

入や預かり保育についても、全ての公立・私立幼稚園において可能とすること。さらに、直

ちに、そのための推進計画を策定すること。

（３）市立高等養護学校の開校に向け十分な準備

平成 23 年度開校予定の市立高等養護学校は、設置について事前の協議を十分に行うこと。
また、校長や教員も発達障がいや知的障がいに精通する人材とし、児童生徒が自立すための

機能－日常生活、社会適応能力、就業に必要なスキル等－が身につく学校とすること。

（４）放課後子ども教室の推進

放課後子どもプラン調査研究を基とし、放課後の子ども達の安心安全な活動拠点（居場所）

づくりを推進すること。

２．子育て

（１）事業所内託児の奨励

子育て支援を積極的に取り組む企業への優遇税制や、モデル事業所の選定を行い、事業所内

託児施設の設置に助成を行う等、支援策を図ること。

（２）一人親家庭への支援

児童扶養手当見直し補填支援策を図ることと、マザーズサロンなどの連動で一人親（母親）

が安心して就労できる環境整備－放課後児童会の定員拡充、待機児童ゼロ、一人親雇用企業

への優遇税制の創設－を図ること。

（３）保育所の待機児ゼロを実現

真の保育所の待機児ゼロに向けて、認定子ども園の開設をはじめ、保育ステーションなど議

会で提案されてきた事業案を再考し、導入に向け検討すること。
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３．高齢者・障がい児者

（１）発達障害者支援センターを総合的な拠点に

平成 20 年度設置予定の発達障害者支援センターは、障がい児者の療育から教育、就労にい
たるまでの総合的な支援が可能なセンターとすること。そのために、人員の採用や配置、機

能充実にむけ十分な準備を行うこと。

（２）障がい者の就労支援

障がい者の就労を促進するために、市長自らが企業にトップセールスを行うこと。また、ジ

ョブコーチの拡充や、障害者の雇用率を達成した企業への優遇税制策など、必要な環境整備

に努めること。

（３）敬老会や老人福祉センターの見直し

敬老支援事業（敬老会開催）の見直しや、老人福祉センターの一部有料化を実施し、高齢者

社会参加促進の新たな事業－公共交通利用促進（別掲）など－の展開を図ること。

（４）介護保険制度利用の負担軽減策

介護保険による住宅改修費、介護用具リース費及び購入費については、一割負担となってい

るが、現状の償還払いでは利用者の負担が大きくなっている。そこで、利用料の支払いにつ

いては負担の少ない受領委任払いに変更すること。

４．健康・医療

（１）妊産婦歯科健診の促進

妊産婦健診助成拡充に、歯科検診を含むこと。

（２）学齢期のスポーツ障害対策

学齢期のスポーツ障害を根絶するため、医師会や体育協会、スポーツ団体と連携を図り、定

期的にスポーツ少年に健診行い、また、少年のスポーツ障害の予防策の充実を図ること。

（３）救急医療体制の充実

ドクターヘリ、ドクターカー（創設）の連携体制－浜松版－を図ることや、夜間救急室の増

設を図ること。

（４）健全な公的医療体制の構築

医療公社の解体も含めた抜本的な検討と、民間の病診連携などを含めた、浜松市の医療の信

頼回復に全力を傾注すること。
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Ⅱ．だれもが安心して暮らせるまち／行革・環境・まちづくり

１．行財政改革

（１）審議会・懇話会等と各種団体への補助金の見直し

審議会や懇話会等について、その必要性、委員数、委員報酬、情報公開等の視点で統廃合を

推進すること。各種団体への補助金も、継続、統合、縮小、廃止を毎年推進し、情報公開も

徹底すること。

（２）外郭団体のスリム化と天下りの廃止

財団法人や公社などの外郭団体の経営状況や人事等の情報公開を徹底して、同時に、統廃合

を進めること。また、市職員の外郭団体等への天下りを禁止するために、市職員のあっせん

禁止条例を制定し、その代わりに、民間からの人材登用を推進すること。

２．環境

（１）新エネルギービジョンの策定

自然エネルギーの普及を拡大するため、太陽光や風力発電、燃料電池、バイオマスなど、モ

デル地区を選定し、バイオマス利活用推進計画も統合して、総合的な新エネルギービジョン

の策定や支援制度の拡充を積極的に行うこと。

（２）エコ・グリーンツーリズムの推進

天竜川･浜名湖環境共生計画での、自然環境資源との共生やエコミュージアム、グリーンツ

ーリズムを推進するために、北区＋天竜区地域と西区地域に、例えば、拠点宿泊施設やモデ

ルコースの選定、簡易な休憩所、トイレ、散歩道などを整備したり、エコ・グリーンガイド

等の人材養成を推進すること。

（３）リサイクル事業へ社会的投資を

ものづくりのまち浜松はいわゆる動脈産業が主流である。しかし、循環型社会形成の観点か

ら、そのバランスが必要であり、そのためにも静脈産業であるリサイクル事業への社会的投

資は大変重要である。そこで、その実現のために関連する計画を見直し、リサイクル事業所

が設置しやすい環境整備のために、その集約化（エコタウン）を検討すること。
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３．まちづくり

（１）中心市街地の活性化

フォルテの売却を含めたＪＲ浜松駅前、遠州鉄道駅前のグランドデザイン計画を、第 2次中
心市街地活性化計画と連動し、策定すること。

（２）コンパクトシティ推進

商業集積ガイドラインにおいて、3,000 平米超の施設規制も、土地政策、交通政策との連動
で、検討を図ること。（中規模施設の集合の防止）

（３）道路整備の選択と集中

「みちづくり計画」－道路整備プログラム－の推進にあたり、パーソントリップ調査結果を

踏まえ、敏速な優先順位の軌道修正を図ること。さらに、地域説明会の開催を実施し、市民

協働のみち普請を進めること。

（４）交通弱者の移動支援

都市計画市域マスタープランに、交通結節点を含めた新たな公共交通計画を盛り込み（総合

交通計画に先立ち）、高齢者、障害児者の移動支援の体系化を図ること。

（５）歩車分離と自転車文化

交差点歩行者用信号機の歩車分離システムの推進を図ること。市街地の自転車専用レーンの

モデル地区の創設と河川敷や山岳においてのロードコースの整備を図り、エコサイクル・マ

イレージ推進を図ること。



- 5 -

Ⅲ．だれもが生き生きと活躍できるまち／産業・文化スポーツ

１．産業

（１）小規模下請け企業の人材と後継者の育成

小規模下請け企業が浜松のものづくりを支えてきたが、厳しい経営環境の中、技術伝承が課

題となってきている。小規模下請け企業の世界で勝ち抜く競争力強化と底上げを図る意味で、

産業支援センターなどが中心となり、ものづくりの技能や技術を教育プログラムとして体系

化し、大学等の教育機関の協力を得て、人材や後継者を育成すること。また同様に、激変す

る世界経済に対応できる経営や販売の即戦力となる人材や後継者を育成するため、大学等で

のビジネススクールなどの講座開設を支援すること。

（２）経験豊かな高齢者を浜松経済の活性化に役立てること

高い能力を持ったベテラン人材や、豊かな経験を持った高齢者が、第一線を退いた後もその

力を生かして、企業や教育の現場で活躍し続けられるように、どのような施策が展開できる

か、直ちに調査研究を始め、地域ぐるみの支援環境を整備すること。

（３）食の安全のために、地産地消の推進と、全国への販路拡大を図ること

農産品や水産品の浜松ブランドを促進するため、認証制度の推進や様々なロゴマーク作成、

生産者の販路拡大ＰＲ活動等へ助成を行うとともに、ファーマーズマーケットなどの直販所

の整備や生産者の共同販売、消費者の共同購入等への支援を行い、地産地消を推進すること。

（４）浜松農業の持続可能な発展のために

農業の起業家や、企業の農業への新規参入へ支援をすること。また、遊休農地の実態調査を

行いその解消策を提示し、市街化農地と調整区域農地の活用方法の中長期計画を策定するこ

と。さらに、大規模集約農業への優遇策を講じること。

（５）浜松ブランドのプロデュースと専門家の登用による観光促進

農産品や水産品、食品や菓子などの浜松ブランドや、ものづくり工場などの地域資源と観光

を結びつけるプロデュース機能を強化すること。そのためのシナリオライターやツアープラ

ンナーなど専門家を招聘し、地元の旅行業界関係者と協働で観光促進策を推進すること。
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２．文化・スポーツ

（１）文化振興条例を制定し、市民や企業の文化活動を支援すること

浜松でも市民の持つ文化の創造性で産業や経済にインパクトを与える創造都市づくりがはじ

まり、文化振興の方向性を示す役割は、公的セクターである行政が重要な責任を負っている。

また、企業においても社会に貢献する文化的活動が求められており、今後の文化振興につい

ては、宣言的なビジョンで終わらせるのではなく、条例として制定することが必要と考える。

よって、地方公共団体の責務を明文化した文化振興条例を制定し、文化振興基金の活用で、

市民の文化芸術活動への支援を促進させること。また、企業の地域メセナ活動に対するイン

センティブ付与や、文化関連産業の育成のための優遇策を推進すること。

（２）文化創造拠点を整備し、創造都市づくりを行うこと

アクトや旧銀行協会などを、アーティストやクリエーターを中心に市民が集う文化創造拠点

を整備すること。また、空き店舗対策として、文化関連産業や IT などの都市型産業を誘
致・育成すること。

（３）文化支援の総合窓口の設置と、専門家の登用

文化芸術の情報や、文化活動への支援や相談が受けられる総合窓口を設置し、市民が自由に

文化芸術活動の情報交換や仲間捜しができる体制を整えること。また、芸術家や文化人を任

期付き（または短時間勤務）公務員として浜松市で採用し、文化普及活動や教育活動の即戦

力とすること。

（４）地域スポーツ施策の一元化

地域スポーツ施策の現状は、体育振興会、総合型クラブさらには子供会と、複数の団体が取

り組んでいる。しかし、このような現状では予算や人材が分散し非効率である。そこで、地

域住民の健康増進施策の充実のためにも、地域スポーツ施策をスポーツ振興課に一元化し、

あわせて、それに対応可能な組織の充実（元スポーツアスリートを幹部職員に招聘など）も

図ること。

（５）外国人児童の文化・スポーツ活動の奨励

外国人との共生を図る意味において、地域での外国人児童との交流活動の充実を図ること。

例えば子ども会やスポーツ少団への加入を奨励し、外国人児童の文化・スポーツ活動を充実

させること。そのため、例えば、保護者会への加入や言葉の問題などを事前に検討すること。
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平成１９年１０月１５日

浜松市長 鈴木 康友 様

浜松市議会公明党
代 表 黒 田 豊


